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平
成
十
四
年
六
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
官
僚
の
退
職
金
及
び
年
収
な
ど
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

〇

五

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
官
僚
の
退
職
金
及
び
年
収
な
ど
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
及
び
五
に
つ
い
て

給
与
及
び
退
職
手
当
の
額
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
所
属
省
庁
名
等
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
は
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。
個
人
に
関
す
る
情
報
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
の
観
点
か

ら
、
一
般
的
に
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
農
林
水
産
省
の
前
事
務
次
官
の
退
職
手
当
の
額
に
係
る
も
の
」
と
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
日
の
衆
議
院
農

林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
、
筒
井
信
隆
衆
議
院
議
員
か
ら
同
月
八
日
に
退
職
し
た
熊
澤
前
農
林
水
産
事
務
次
官
の
退
職
手
当

額
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
八
千
八
百
七
十
四
万
七
千
百
六
十
四
円
で
あ
る
旨
答
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
当
該
事
例
」
と
は
、
「
国
会
等
で
氏
名
等
を
明
ら
か
に
し
た
事
例
」
を
指
し
、
御
指
摘
の
「
特
別
な
事
情
」

と
は
、
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
各
事
例
に
お
け
る
個
別
の
事
情
を
い
う
。

六
に
つ
い
て

平
成
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
特
命
全
権
大
使
（
以
下
「
大
使
」
と
い
う
。
）
の
退
職

一



時
期
及
び
退
職
手
当
の
額
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
り
、
当
該
期
間
に
退
職
し
た
特
命
全
権
公
使
（
以
下
「
公
使
」
と

い
う
。
）
は
い
な
い
。
な
お
、
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
特
例
は
、
大
使
又
は
公
使
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
い
。

平
成
十
四
年
六
月
一
日
現
在
、
大
使
又
は
公
使
の
職
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
平
成
十
三
年
六
月
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
ま

で
の
間
に
支
給
し
た
給
与
（
す
べ
て
の
手
当
を
含
む
。
）
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

給
与
及
び
退
職
手
当
の
額
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
氏
名
等
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
は
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。
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